【ＹＧＰ入会上の注意（全メンバー共通）】
１．メーリングリストについて（正会員・活動サポーター）
　●　ＹＧＰ活動にかかる連絡はすべてメーリングリスト（以下、「ＭＬ」という）を利用して行います。

　●　届を提出後、ＹＧＰ側で登録を行いますので、「@re-ygp.com」が受信できるよう設定をお願いします。なお、提出後1週間を経過してもＭＬが一切届かない場合は、ＹＧＰまでご連絡ください。

　●　ＭＬの内容には、活動のお知らせだけでなく、重要事項も含まれていますので、最後まで読むようにお願いします（ＭＬの受信拒否・ＭＬの未読等による不利益はご自身の責任となりますので、あらかじめご了承ください）。
　●　活動サポーターについては、届に記入した「参加希望プロジェクト」にもとづき、MLが配信されます。

　●　活動サポーター届の「参加希望プロジェクト」の項目は、現在進行中のプロジェクトを記載しています。新規プロジェクト開始の際には、MLを利用し、プロジェクト参加メンバーの募集を行いますので、積極的にご参加願います。
２．スケジュールについて（メンバー）
　●　ＹＧＰ活動のスケジュールはＹＧＰのホームページ上で確認することができます。

　●　随時更新をしていますので、定期的に確認をお願いします。

　●　その他、全体会等でもお知らせしていますので、各自スケジュール帳等へ記入お願いします。
３．メンバーブログについて（メンバー）
　●　ＹＧＰでは、メンバー持ち回りの「メンバーブログ」をホームページ上に開設しています。

　●　投稿専用のメールアドレスがありますので、投稿前にお知らせします。

　●　メンバーブログの投稿は、正会員・活動サポーターができます。

　●　投稿の方法については、別紙資料をご参照ください。
４．入会届の内容変更・会員種別変更・休止・退会について（メンバー）
　●　入会当初提出した届の内容に変更が生じた時は、届を速やかにＹＧＰまで届け出てください。

　●　正会員⇔サポーターの会員種別を変更するときは、新しく届を提出してください。

　●　休止・退会をする時は、届を速やかにＹＧＰまで届け出てください。提出のタイミングによっては、会費もしくは寄付金が引き落とされてしまう恐れがありますので、ご注意ください。
５．メールマガジンについて（寄付サポーター）
　●　メールマガジンは、寄付サポーター向け・一般向けに配信しています。
　●　寄付サポーターは、届提出後、YGP側で登録を行いますので、「@re-ygp.com」が受信できるよう設定をお願いします。なお、提出後1ヶ月を経過してもメールマガジンが一切届かない場合は、YGPまでご連絡ください。

　●　正会員・活動サポーターは任意で登録できますので、ＹＧＰホームページよりご登録ください。
６．個人情報の取扱について（メンバー）
　●　正会員・活動サポーターについては、入会届等にもとづき、「写真・名前・役職・生年月日・住所（市区町村まで）・YGPに関わろうと思ったきっかけ」についてＹＧＰホームページ上に公開しますので、予めご了承ください。

　●　入会届等でご記入いただいた内容は、ＹＧＰの活動の範囲内で利用し、適切に管理します。

　●　その他、YGPホームページ上で「プライバシーポリシーについて」を公開しておりますので、ご参照ください。
７．ボランティア保険について（正会員・活動サポーター）
　●　入会届提出後、正会員はボランティア保険（Ａプラン）に加入手続きを行います（保険料は八幡浜社会福祉協議会が負担）。

　●　活動サポーター・寄付サポーターについては、原則ボランティア保険に加入しませんので、あらかじめご了承ください。

　●　ボランティア保険の内容は以下の通りです（詳細は、http://www.fukushihoken.co.jp/（ふくしの保険ホームページ）をご参照ください）。

	　
	保険金の種類
	加入プラン・補償金額

	
	
	Aプラン

	傷
害
事
故
	死亡保険金
	1,418万円

	
	後遺障害保険金
	1,418万円（限度額）

	
	入院保険金（日額）
	7,000円

	
	通院保険金（日額）
	4,500円

	
	手術保険金
	入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率（10倍、20倍または40倍）を乗じた額

	賠償
事故
	賠償責任保険金
（対人・対物共通）
	5億円（限度額）


（2010.4.1現在）
８．会費の納入について（正会員）
　●　ＹＧＰ正会員は、年間3,600円（高校生以下は2,400円）が必要となります。

　●　入会時にお届けいただいた内容にもとづき、指定口座より年1回4月27日（金融機関が休日の場合は翌営業日）に自動引落となりますので、残高等ご確認ください（初回のみ入会届提出月の翌月27日）。

　●　現在、指定いただける口座は、愛媛信用金庫（全店）となっています。今後順次取扱金融機関を拡大していく予定です。
　●　高校生以下については、入会時に一括で現金で納入していただきます。
９．寄付金の納入について（メンバー）
　●　寄付は、一口1,000円とし、口数に制限はありません。

　●　ＹＧＰへの寄付は正会員・活動サポーターを含め、すべてのメンバーがすることができます。
　●　寄付サポーターについては、寄付が入会の必須条件となっていますので、毎年4月27日（金融機関が休日の場合は翌営業日）に指定口座より口数に応じた金額が自動引落されます（初回のみ入会届提出月の翌月27日）。

　●　現在、指定いただける口座は、愛媛信用金庫（全店）となっています。今後順次取扱金融機関を拡大していく予定です。

　●　口数に応じて以下のような特典があります。不必要な場合は、届提出時にお申し出ください。

	１～29口
	YGPホームページに名前掲載（リンクなし）
	届に記入した名前掲載

	３０口以上
	YGPホームページにバナー掲載（リンクあり）
	バナーを作成し掲載


　●　ホームページへの名前・バナーの掲載順は、入会順になりますので、ご了承ください。
　●　当初お届けの口数から変更をする場合は、改めて届を提出してください。提出のタイミングによっては変更前の口数で引き落とされてしまう恐れがありますので、ご注意ください。

　●　口座の摘要には「会費・寄付」と表示されますので、ご了承ください。

　●　30口以上の寄付サポーターについては、縦58pixel×横198pixelのバナー画像（jpegファイル）およびリンクしたいホーム－ページアドレスをYGPメールまで送信してください。

　●　当初提出したバナー画像は申し出のない限り、継続して掲載となりますので、あらかじめご了承ください。

　●　バナー画像の作成ができない場合は、別途YGPまでご相談ください。

　●　寄付サポーターは、YGP全体に対する寄付であって、個々の事業・イベントのスポンサーとは異なりますので、あらかじめご了承ください（寄付サポーターであるだけでは、イベント時の広告等への掲載は行いません）。

10．YGP会報について（メンバー）
　●　寄付サポーターについては、年1回年度末頃にYGP会報等を郵送いたします。

　●　正会員・活動サポーターについては、全体会にて配布します。

11．総会・全体会・役員会について（メンバー）
　●　総会は年に1回4月に開催予定です。団体の最高意思決定機関ですので、正会員は基本的に参加お願いします。活動サポーター・寄付サポーターについては、積極的にご参加ください。

　●　全体会は月に1回開催予定です。活動の報告・連絡・相談の機会として、またメンバーが顔を合わす絶好の機会となりますので、積極的に参加お願いします。

　●　役員会は随時開催しています。役員だけでなく、他のメンバーも参加可能ですので、参加したいメンバーは事前にリーダーまでご連絡ください。
12．年度総括・方針・予算・決算等について（メンバー）
　● YGPの年度総括・方針・予算・決算等については、総会開催時に冊子を作成するとともに、YGPホームページ上に随時掲載していきますので、適宜ご確認ください。

　●　YGPの会則については、YGPホームページ上に掲載していますので、必要に応じてご参照ください。
13．同意書について（高校生以下の正会員・活動サポーターのみ）

　●　高校生以下でYGP正会員・活動サポーターになる人は、YGPの活動に参加する旨説明し、添付の同意書を保護者の方に記入・押印してもらうようにしてください。

　●　YGPホームページから活動サポーターに登録した場合は、書式をダウンロードし、初回の活動参加時に持参してください。
14．メールアドレスを所有していないメンバーについて（メンバー）
　●　YGPメンバーになろうとする人は、原則メールアドレスの登録をお願いしております。

　　　メールアドレスを所有していないことで入会を妨げるものではありませんが、YGPに事務局・有給スタッフがいないことから、活動の連絡等が遅延する恐れがあることを予めご了承ください。
　●　メールアドレスの取得方法については、別途YGPにご相談ください。

15．預金口座振替依頼書について（正会員・寄付サポーター）
　●　正会員・寄付サポーターについては、原則として、入会時に「預金口座振替依頼書」を提出していただきます。指定の金融機関口座を開設の上、必要事項を記入・押捺し、YGPまで提出してください。

　●　ホームページから寄付サポーターに登録した場合は、登録完了後、YGPより郵送でお届けのご住所に「預金口座振替依頼書」を送付いたしますので、到着後１週間以内にご返信ください。

　●　初回振替日に残高不足等により口座から引き落としできなかった場合は、翌月の同日に再振替を行います（以後、再振替ができなかった場合も同取扱とします）。

　●　初回振替日より1年経過しても口座引落できない場合は、自動的に寄付サポーターとしての登録が抹消されますので、ご注意ください（名前・バナー等も削除されます）。

　●　口座振替ができない場合は、届にご記入いただいた電話番号等にご連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。

　●　会費・寄付金の領収書が別途必要な場合は、YGPまでご連絡ください。
16．YGP連絡先・仮設事務所
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〒796-0001

愛媛県八幡浜市向灘3058

URL　http://www.re-ygp.com/

MAIL info@re-ygp.com
※　本【ＹＧＰ入会上の注意（全メンバー共通）】については、平成22年4月1日現在のものです。予告なく変更する場合がありますので,ご了承ください。
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